
告発状 の 要点
福島第一原発大事故は、事

前に危険性が指摘されてい

たにも拘わらず発生した。

事故当時の東電の会長、社

長、担当副社長の三人は、原

発事故の危険性について、業

務上必要な注意を怠り大事

故を防止出来ず、企業活動に

伴っての人の健康を害する

物質を大量に排出し、公衆の

生命、身体に危険を生じさせ

た。 この行為は、「人の健

康に係る公害犯罪の処罰に

関する法律」の第３条、第４

条により、処罰されるべき行

為なので刑事告発する。

三
月
一
一
日
に
発
生
し

た
東
京
電
力
福
島
第
一
原

発
事
故
に
よ
り
、
東
日
本

一
帯
に
福
島
原
発
か
ら
の

放
射
性
物
質
が
撒
き
散
ら

さ
れ
、
人
々
の
家
や
庭
、
田

畑
は
言
う
に
及
ば
ず
、
森
林

、
川
、
海
が
放
射
能
汚
染
さ

れ
ま
し
た
。
セ
シ
ウ
ム
１
３

７
は
三
百
年
か
か
っ
て
よ

う
や
く
一
〇
〇
〇
分
の
一

に
減
衰
す
る
放
射
性
物
質

で
あ
り
、
今
後
ど
の
よ
う
な

被
害
を
も
た
ら
す
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
大

事
故
を
起
こ
し
た
東
京
電

力
に
は
何
ら
の
刑
事
罰
も

科
せ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

公
害
告
発
運
動
か
ら
生
ま

れ
た

公
害
罪
処
罰
法

日
本
に
は
一
九
七
一
（
昭

和
四
六
）
年
七
月
か
ら
施
行

さ
れ
た
「
人
の
健
康
に
係
る

公
害
犯
罪
の
処
罰
に
関
す

る
法
律
」（
以
下
「
公
害
罪
」

と
略
し
ま
す
）
が
あ
り
ま
す
。

「
公
害
罪
」
は
、
高
度
成
長

期
の
日
本
で
企
業
活
動
に

伴
う
深
刻
な
公
害
が
各
地

で
発
生
し
、
被
害
に
苦
し
む

人
々
が
汚
染
物
質
を
排
出

し
た
企
業
の
責
任
を
問
う

裁
判
を
闘
い
、
次
々
に
勝
利

判
決
を
勝
ち
取
っ
て
行
く

な
か
で
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
公
害
国
会
」
と
言
わ
れ
た

昭
和
四
五
年
第
六
四
回
臨

時
国
会
は
「
公
害
犯
罪
」
を

取
り
締
ま
る
法
と
し
て
こ

の
法
律
を
制
定
し
ま
し
た
。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
日
本

国
民
は
、
公
害
犯
罪
を
告
発

し
、
糾
弾
す
る
権
利
を
得
ま

し
た
。

環
境
省
・
経
産
省
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「
岩
手
の
会
」
会
員
有
志
と
青
森
、
宮
城
の
市
民
合
わ
せ
て
一
〇
人
は
、
東
京
電
力

幹
部
が
『
人
の
健
康
に
係
る
公
害
犯
罪
』
を
犯
し
た
と
す
る
告
発
状
を
、
東
京
地
方
検

察
庁
に
一
月
二
四
日
に
郵
送
し
ま
し
た
。
そ
の
記
者
会
見
の
模
様
は
、
岩
手
、
宮
城
、

青
森
を
中
心
に
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
一
月
二
九
日
に
、
東
京
地
方
検
察
庁
か
ら
「
告
発
人
の
皆
様
へ
」
と
題
す
る

文
書
と
と
も
に
、
「
告
発
状
」
が
そ
の
ま
ま
返
送
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

告
発
者
一
〇
人
と
岩
手
の
会
会
員
で
東
京
地
検
の
文
書
を
精
査
し
、
告
発
文
の
構
成
を

整
え
た
う
え
、
再
度
告
発
状
を
送
る
な
ど
の
善
後
策
を
講
じ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
刑
事
告
発
」
は
あ
ら
ゆ
る
日
本
国
民
が
有
す
る
権
利
で
す
。
日
本
の
国
土
を
汚
染

し
幾
多
の
住
民
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
犯
罪
行
為
に
、
刑
事
手
続
き
が
何
ら
発

動
さ
れ
な
い
の
で
は
、
日
本
は
法
治
国
家
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

全
国
の
仲
間
と
共
に
東
電
の
企
業
責
任
を
追
及
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

記者会見の模様
（夕方ＴＶニュース）→



等
関
連
国
家
機
関
は
、
公
害

犯
罪
に
つ
い
て
そ
の
防
止

に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

告
発
を
受
け
た
企

業
は
、
自
ら
そ
の
行
為
が
違

法
・
有
責
で
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
義
務
が
発
生
し
ま

す
。
（
公
害
罪
五
条
）
。

予
見
出
来
た
大
津
波

何
ら
の
対
策
も
取
ら
ず

私
達
は
、
告
発
状
で
「
公

害
罪
の
立
証
」
と
し
て
次
の

よ
う
に
記
し
ま
し
た
。

（
１
）
「
業
務
上
必
要
な
注

意
を
怠
り
」
に
該
当
す
る
事

実
の
立
証
。

大
津
波
は
、
東
電
自
身
の

検
討
会
で
予
測
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
大
地
震
対
策
や

津
波
対
策
を
怠
っ
た
の
で
、

鉄
塔
倒
壊
、
電
源
喪
失
に
い

た
っ
た
。
「
安
全
神
話
」
に

陥
っ
て
必
要
な
対
策
を
怠

っ
た
た
め
に
、
補
助
電
源
喪

失
、
全
電
源
喪
失
、
炉
心
冷

却
不
能
、
水
素
発
生
に
よ
る

爆
発
、
炉
心
溶
融
に
至
る
ま

で
有
効
な
手
立
て
が
打
て

ず
、
大
事
故
と
な
っ
た
。

（
２
）
「
人
の
健
康
を
害
す

る
」
の
立
証

放
射
性
物
質
を
大
量
に

大
気
や
海
中
へ
放
出
し
、
現

在
に
至
る
も
収
束
出
来
ず

に
い
る
。
こ
の
放
射
性
物
質

は
、
環
境
基
本
法
第
一
三
条

で
特
別
扱
い
の
「
人
の
健
康

を
害
す
る
物
質
」
で
あ
る
。

（
３
）
「
公
衆
の
生
命
又
は

身
体
に
危
険
を
生
じ
さ
せ

た
者
」
の
立
証

九
月
現
在
、
一
五
万
八
三

七
人
の
避
難
民
が
発
生
し

子
ど
も
を
含
む
多
く
の

人
々
に
甲
状
腺
ガ
ン
な
ど

の
健
康
被
害
の
危
険
を
も

た
ら
し
て
い
る
。

＊
こ
れ
ま
で
の
原
発
事
故
の

危
険
性
に
つ
い
て
の
国
会
審
議

や
、
事
故
の
実
態
、
放
射
能
放

出
の
新
聞
記
事
、
公
開
さ
れ
た

政
府
文
書
等
を
添
付
。

東
電
が
こ
れ
だ
け
の
被
害

を
与
え
て
刑
事
責
任
を
問
わ

れ
な
い
こ
と
は
、
普
通
の
市

民
感
覚
か
ら
し
て
非
常
に
お

か
し
い
。
公
害
罪
第
三
条
「
業

務
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
・
・

事
業
活
動
に
伴
っ
て
人
の
健

康
を
害
す
る
物
質
を
排
出

し
・
・
」
に
な
ぜ
該
当
し
な

い
の
だ
ろ
う
か
、

最
高
裁
判
例
が
あ
る
と
し

て
も
事
犯
に
よ
り
刑
法
の
解

釈
も
見
直
さ
れ
て
い
く
も
の

で
は
な
い
の
か
。
こ
の
ま
ま

で
は
社
会
の
倫
理
規
範
や
正

義
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
。

原
発
事
故
に
よ
る
生
活
破

壊
や
関
連
死
亡
を
直
視
す
る

と
き
、
多
く
の
国
民
の
持
つ

処
罰
感
情
を
汲
み
取
る
こ
と

が
検
察
責
務
で
は
な
い
の
か
。

人
々
は
明
ら
か
に
刑
法
で
保

護
さ
れ
る
に
値
す
る
重
大
な

法
益
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
。

私
た
ち
の
告
発
に
対
し
て

わ
ず
か
二
日
の
検
討
で
告
発

状
は
送
り
返
さ
れ
た
が
、
内

容
を
吟
味
す
る
に
は
あ
ま
り

に
短
す
ぎ
、
国
民
の
思
い
を

真
剣
に
受
け
止
め
よ
う
と
す

る
姿
勢
に
疑
問
を
感
ず
る
。

検
察
は
本
来
の
役
割
を
し
っ

か
り
見
直
し
、
国
民
が
安
心

し
公
正
公
平
で
幸
せ
に
暮
ら

せ
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て

取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

私
た
ち
は
再
発
防
止
の
た

め
に
も
有
害
物
で
環
境
を
汚

染
さ
せ
た
な
ら
ば
、
民
事
・

刑
事
責
任
が
厳
し
く
問
わ
れ

る
ル
ー
ル
が
必
要
と
考
え
て

お
り
、
今
後
と
も
こ
う
し
た

ル
ー
ル
策
定
要
求
に
取
り
組

ん
で
い
く
所
存
で
あ
る
。

東京地方検察庁の「書面返送」の添書
（要 約）

平成２４年１月２７日

告発人の皆様へ

東京地方検察庁

特別捜査部 特殊直告班

２４日付けの「告発状」と題する書面に

ついて拝見しました。告発は刑罰法規に該

当する具体的な事実を出来る限り特定し、

構成要件に沿った形で犯罪事実を記載して

戴く必要がありますが、貴殿から送付され

た文書では、構成要件に沿った形で犯罪事

実が特定されているとは認めがたいと思料

されます。

「告発状」の罰条とする、公害犯罪の処

罰に関する法律はその名称自体と第３条の

「事業活動に伴って」という構成要件から、

この法律は、いわゆる公害排出規制を強め

る目的で制定されたものであり、有害物質

管理一般の規則強化を目的としたものでは

ないと理解されます。

過去に複数の最高裁判例でも「事業活動

に伴って」という要件などに基づいて、過

失事故によりたまたま有害物質を排出して

も本罪には当たらないと判示されています

ので、貴殿の告発状の内容では、この法律

違反の構成要件に該当することについて、

十分な記載がなされているとは言い難いと

考えられます。

福島原発に対しては様々な措置が講ぜら

れ、貴殿が問題意識を持っておられる事態

の原因究明は、その究明能力を有する関係

機関において今後行われると思料されます

ので、今後の推移・進展などを充分踏まえ、

上記の各点などご検討戴きたく、送付され

た 書面はお返し致します。

（正式文面は 岩手の会ホームページ）

東
京
電
力
の
告
発
の
件
で
、
東
京
地
検
特
捜
部
か
ら
一
月

二
七
日
付
文
書(

左
欄
要
約
記
事
）
と
と
も
に
告
発
状
が
返

送
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
二
日
後
と
い
う
早
さ
で
す
。
と
り
あ

え
ず
報
告
し
ま
す
。

文
書
を
読
む
と
「
事
業
活
動
に
伴
っ
て
有
害
物
質
を
排
出

し
た
と
い
う
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
記
載
が
不
十

分
」
と
い
う
意
味
に
読
み
取
れ
ま
す
。
し
か
し
、
自
ら
造
り

上
げ
た
安
全
神
話
に
囚
わ
れ
、
事
前
に
科
学
的
に
予
見
出
来

た
津
波
や
地
震
に
目
を
つ
む
り
、
様
々
な
防
止
防
護
の
対
策

を
取
り
得
な
か
っ
た
東
電
の
責
任
は
明
か
で
す
。

構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
、
起
訴
状
に
記
載
出
来

る
ほ
ど
に
詳
細
、
具
体
的
に
記
載
し
な
け
れ
ば
告
発
と
は

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
、
告
発
と
い
う
国
民
の
権

利
が
な
い
に
等
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
達
一
般
私
人

に
は
捜
査
の
権
限
も
費
用
も
労
力
も
な
い
か
ら
で
す
。
と

は
い
え
、
告
発
者
十
人
や
岩
手
の
会
の
討
議
を
踏
ま
え
、

弁
護
士
と
相
談
の
上
善
後
策
を
検
討
し
対
処
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。


